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はじめに 

 

「研究ガイドブック」の趣旨と目的 

 

学長 岸本 幸臣 

 

近年は大学の機能の多様化が進み、その中で大学教員に求められる役割も多能工化して

いるきらいもあります。しかし、中でも「教育と研究」活動は欠くことのできない中核的機能

ですし、特に研究活動は私たちを大学教員たらしめる、最も独創的な活動分野であることには

間違いありません。 

しかし、この研究活動を取り巻く環境は、最近大きな変化を見せています。とりわけ社会

発展が急速に進展し、その課題解決に向けて様々な領域で新たな知見や技術開発の成果が

求められています。それを受けて、研究自体もますます成果主義と競争主義の中に追い込ま

れる環境下にあります。それが、研究者自身が研究活動に対するしっかりとしたモラル意識を

確立することが強く求められる所以だと言えます。 

産官学連携型研究や競争的資金活用型研究、或いは巨額プロジェクト型研究や短期決戦型

研究、更には成果主義の研究環境の拡大は、私たちが意図すると否とにかかわらず、研究

本来の目的から逸れて歪んだ研究推進に陥る危険性を常に内包しているとも言えます。 

文部科学省おいても、こうした事態を招かぬよう、研究活動への指導・助言を強めて

いますが、本学においても、この度「研究ガイドブック」を策定し、研究費の運用管理並びに、

研究活動行為における丌正防止に取り組むことにいたしました。 

勿論、こうした規程の整備によって、私たち教員の研究活動が萎縮されることがあっては

なりません。あくまでこれからの私たちの研究活動が、公正で透明性の高い環境下で活発に

行える環境造りを目指した取り組みであることをご理解いただき、その遵守に格別のご留意を

頂くよう、お願いいたします。  

 



  



１. 公募型研究資金・競争的研究資金について 

 

公的機関もしくは民間団体が出資元となる公募型の研究資金助成が国内外で多数存在します。

本学では、本学の専任教員の研究専門分野に適合する公募型研究資金助成の案内を行って

います。中でも、文部科学省所管の競争的研究資金の一つである科学研究助成は、数ある公募

型研究資金の中において本学での活用率および研究資金取得額の一番高い助成金となっており、

本学教員にとって重要な競争的研究資金となっています。 

 

では競争的研究資金とは何でしょうか。 

 

競争的資金とは、資金配分主体が、広く研究開発課題等を募り、提案された課題の中から、

専門家を含む複数の者による、科学的・技術的な観点を中心とした評価に基づいて実施す

べき課題を採択し、研究者等に配分する研究開発資金のことである。 

―文部科学省「研究費の丌正対策検討会報告書」（平成 18年 12月 26日） 

 

 

競争的研究資金助成に応募する研究者にとって、競争的研究資金は自らが確保した資金である

という認識が強くなりがちで、また、資金の交付制度や規制のあり方もまちまちであるため

各研究機関における管理業務も複雑になっていることから、競争的資金等の管理をめぐって

問題が発生しやすい要因を含んでいます。 

本ガイドブックでは、一般に科研費と略称されている科学研究費助成事業から出資される

競争的研究資金の適切な運用の仕方を軸に、研究者として遵守すべき研究倫理、本学における

研究支援制度・支援部署、科研費スケジュールなど、研究者のための便利な情報から知って

おくべき事項までを紹介します。 

 

  



２. 科学研究費補助金助成事業（科研費）について  

 

〔１〕「科研費」とは 

１） 概要 

通称「科研費」と呼ばれる競争的研究資金は、文部科学省および、その外郭団体である

独立行政法人日本学術振興会が所管する「科学研究費助成事業」から出資される研究資金

のことです。人文・社会科学から自然科学まで全ての分野にわたり、基礎から応用までの

あらゆる「学術研究」（研究者の自由な発想に基づく研究）を格段に発展させることを目的

とする競争的研究資金です。ピア・レビュー（国内研究機関所属研究者による審査）による

審査を経て、国内の研究機関に所属する研究者が個人またはグループで行う、独創的・

先駆的な研究を推進するための助成事業です。平成 23年度より助成金の基金化が進められた

ことにより、研究費の前倒し使用や繰越手続なしの次年度使用などが可能となってきて

います。 

  

２） 研究種目 

科研費には研究の段階や規模などに応じて多様な「研究種目」が設定されており、審査

方法や助成金額、助成期間などが異なりますが、ここでは、本学での応募が多い種目を

紹介します。 

 

 基盤研究  

科研費の中核となる研究種目で、研究期間や研究費総額によって S・A・B・C の４つに

区分されています。「基盤研究 C」は本学で一番応募数の多い種目です。 

 若手研究   

若手研究者の自立を支援する研究種目で、39歳以下の研究者を対象とし、A・B の２つ

に区分されています。 

 挑戦的萌芽研究  

独創的な発想に基づく、挑戦的で、高い目標設定を掲げた、芽生え期の研究を支援する

ものです。 

 

※研究費が比較的小規模（500万円以下）な「基盤研究 C」「若手研究 B」「挑戦的萌芽研究」は、

平成23年度以降に採択された研究課題から基金化されています。 

  

 ３） 応募書類 

   科研費に応募する研究者は研究計画調書（およそ16ページ）を作成し、電子申請を行い

ます。記入項目は次の通りです―「研究目的」「研究計画・方法」「研究業績」「これま

でに受けた研究費とその成果等」「人権の保護及び法令等の遵守への対応」「研究経費の

妥当性・必要性」「研究費の応募・受入れ等の状況・エフォート」。 

  

詳細については、科研費の応募準備の際に学術情報・地域連携センター（次ページ参照）に

お問い合わせ・ご相談ください。

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%8B%AC%E7%AB%8B%E8%A1%8C%E6%94%BF%E6%B3%95%E4%BA%BA
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%8B%AC%E7%AB%8B%E8%A1%8C%E6%94%BF%E6%B3%95%E4%BA%BA


 

〔２〕科研費応募・スケジュール等について 

１） 科研費応募資格 

  羽衣国際大学の専任教員および名誉教授※ 

※名誉教授の応募については教授会・企画運営本部会議にて審議・承認が必要です。 
 
 

２）支援部署【申請手続、交付された科研費の運営・管理、研究倫理研修等の支援】 
 

学術情報・地域連携センター オフィス 

２号館１階 （入口は２号館から１号館へと抜ける廊下にあり） 

TEL: 072-265-7145（直通）  内線 302 ／ 350 

開室時間：月～金 09:00-18:00  土 09:00-12:30（祝日を除く） 

 
 

３) 科研費のスケジュール【応募前年度～最終年度終了後】 

時期 科研費（基金型）スケジュール内容 

随時 研究者情報の登録・確認・修正 

前年度  4～8月 応募表明（９月）までに研究倫理 e ラーニング「eL CoRE」※を修了 

※P.18参照 

9 月 公募開始・公募要領の発表／応募表明、応募書類の作成・確認・提出 

※研究者個人による日本学術振興会への応募書類の提出はできません。所属
研究機関の担当事務局（本学では学術情報・地域連携センター）を通じて
のみの申請しかできません。  学内提出期限（10月下旬）厳守！ 

    10 月 

11 月 

12 月 

応募書類の審査（ピア・レビュー） 
1 月 

2 月 

3 月 

１年度目   4月 内定通知受理・交付申請手続 ／ 丌採択者へ審査結果開示 

5 月  

6 月  

7 月 交付決定通知受理・科研費の受領 

1 月  

2 月 2 年度目の支払請求 

3 月  

２年度目   4 月 科研費の受領 

5 月 実施状況報告書 2 種（収支状況・研究実施状況）の提出 

1 月  

2 月 3 年度目の支払請求 

3 月  

 

最終年度終了まで同様の手続 

最終年度 

終了後 

4 月  

5 月 実績報告書の提出 

6 月 研究成果報告書の提出 

 



〔３〕 科研費等の外部研究資金応募者・獲得者に対する 

個人研究費インセンティブ制度 
 

 本学では、専任教員の研究活動の振興のために個人研究費に対するインセンティブ制度を

設定しています。科研費等の競争的研究資金獲得等による個人研究費インセンティブは次の

通りです。 

 

対象外部研究資金 申請形態 採択可否 個人研究費上乗せ額 

科学研究費 単独申請 採択  100,000 円 

科学研究費 単独申請 丌採択 A・B   30,000 円 

科学研究費 複数申請（リーダー） 採択  100,000 円 

科学研究費 複数申請（リーダー以外） 採択   50,000 円 

科学研究費 複数申請（リーダー） 丌採択 A・B   30,000 円 

その他の 

外部研究資金 
単独・複数申請 

採択 企画運営本部会議にて

審議・決定 丌採択 

 

 

※科学研究費の不採択の場合の個人研究費インセンティブは、審査結果の開示請求により、不採択 A

または B であることを確認できた場合となります。不採択 C、または開示請求をしていない場合に

はインセンティブの支給は認めらません。 

※その他の外部研究資金獲得については、原則として、公的補助金、民間補助金を問わず全額補助を

対象とし、申請があった場合はそのつど、当該補助金事業の内容を企画運営本部会議で確認した

上で個人研究費に対するインセンティブ額を決定します（上限 100,000円）。 

※申請件数は一人あたり年間 2件までが上記対象です。 

 

  



〔４〕 科研費の使用・管理について 

 

■直接経費について 

交付された科研費の直接経費の管理については不正防止のため研究者自身が直接行わず、

所属研究機関の担当部局が行うことと定められています。本学では学術情報・地域連携センター

（学・地 C）が管理担当部局となります。科研費を交付された研究者には、科研費が国民の

税金から出資されている公的研究費であることを十分に自覚し、適正な運用を行って研究

活動を進める責務があります。 

 

■間接経費について 

間接経費の使途については、研究者の要望も考慮しつつ、総合企画室が原案を作成し、

企画運営本部会議にて審議・決定されます。 

 
 

科研費直接経費の使用 
 

 研究代表者 研究分担者 

内定通知の報告 

日本学術振興会より本学宛に届く 

内定通知の結果を 

学・地 C より研究者代表者へ報告 

研究代表者から受けた採択結果を 

学・地 C に報告 
 
※応募時点で「研究分担者承諾書」を本学に
未提出の研究分担者は採択報告と共に
同書を学・地 C に提出 

銀行口座の開設 

①本学が指定する銀行にて、科研費専用の口座を研究者が開設 

②研究者は専用口座の通帳と専用の印鑑を学・地 C に預ける 

③大学より、科研費専用口座に直接経費を年度ごとに振込み 

④直接経費の使用に伴う、専用口座からの引出等のオペレーションや通帳への

記帳は学・地 C が担当 

物品購入 

①科研費専用の「物品請求書」（「科研費」と印字されたもの）を学・地 C に提出 

②購入した物品は全て学・地 C の検収を受ける 

 

※消耗品：20 万円までの物品 

※備 品：20 万円を超える物品。購入の際は 3 社の業者からの見積りが必要 

旅費申請 

①科研費専用の主張伺（「科研費」と印字されたもの）を出張前に学・地 C に提出 

②宿泊を伴う場合は①同様、科研費専用の復命書を出張終了後 1 週間以内に

学・地 C に提出 

③出張費の清算の際、チケット、学会等のパンフレット等、出張事実を確認で

きるものを添付 

※学・地 C＝学術情報・地域連携センター 



３. 研究倫理について 

 

〔１〕研究倫理とは 

  

研究者は研究活動を行う上で、研究の進め方および研究費使用について常に公正であることが

求められます。そのことを研究者が認識していながらも、不識から引き起こされる不正も尐なく

ありません。たとえ意図的ではなくとも、不正行為は許されるものではありません。不正行為

は研究の発展の妨げとなるだけではなく、不正を行った研究者本人のみならず、所属研究機関

および同朊の研究者に対して多大な代価（研究費の返還、研究助成応募の禁止、措置内容の

公表等）が課されることになります。 

  

 本章では、研究者が公正な研究活動を進めるために遵守すべき研究倫理について、また、不正

行為防止のために、研究活動における不正行為の定義を始め、不正防止計画、不正防止に係る

各種規程、研究倫理研修（コンプライアンス教育）について紹介します。 

  



〔２〕研究活動における丌正行為・研究費の丌正使用とは 

本学では以下に掲げる行為を研究活動における不正行為および研究費の不正使用と定義

します。また、以下の行為の証拠隠滅または立証妨害も不正行為とみなされます。 

 

研究活動における丌正行為 

捏造 存在しないデータ、研究結果等を作成すること 

改ざん 
研究資料・機器・過程を変更する操作を行い、データ、研究活動によっ

て得られた結果等を真正でないものに加工すること 

盗用 
他の研究者のアイディア、分析・解析方法、データ、研究結果、論文又

は用語を当該研究者の了解または適切な表示なく流用すること 

二重投稿 
他の学術誌等に既発表または投稿中の論文と本質的に同じ論文を投稿す

ること 

不適切な 

オーサーシップ 
論文著作者が適正に公表されないこと 

研究成果の漏洩 
非公開の他人の研究成果、文章または知的財産を、当該研究者等の知る

ことなく外部に公表または漏らすこと 

 

研究費の丌正使用 

謝金・給与に係る 

不正 
架空雇用 

架空の出勤表に基づく請求等、実態の伴わない研究

協力者等に対する謝金・給不を請求すること（カラ

謝金・カラ給不） 

物品購入費に係る 

不正 

架空請求 

架空の取引または取引実態と異なる虚偽の請求書類

を業者に作成させ、または本人が作成して補助金を

請求し、支払われた代金を業者への預け金とするこ

と、あるいは現金受領すること 

納品価格割高操作 

通常より割高な価格で購入することにより執行額を

増やし、差額を業者への預け金とすること、あるい

は現金受領すること 

偽装取引 
偽装した商品の取引を行い、支払われた代金を業者

への預け金とすること、あるいは現金受領すること 

品名替 
実態と異なる品名で補助金を請求して執行額を増や

し、差額を流用すること 

旅費に係る不正 

虚偽出張 実態を伴わない旅費の請求（カラ出張） 

旅費の水増し 
見積書を必要とする旅費について、支払われた概算

払いの金額と実際の旅費の差額を返金しないこと 

旅費の二重請求 
招待等により実際は旅費の支払いが丌要であるにも

かかわらず旅費を請求すること 

不正受給 
無資格者の 

丌正受給 
無資格者による補助金の受託等丌正な補助金の受給 

   



〔３〕公的資金丌正防止計画 

本学では、公的資金の不正防止のため、平成 28年 9月 1日に不正防止計画を次の通り策定

しました。策定された本計画は、引き続き不正発生の要因の把握と分析を進めるとともに、

点検・評価を行い、必要に応じて見直しを行うものとします。 

 

**************************************** 

公的資金丌正防止計画 

平成 26年 9月 30日 

 

羽衣国際大学（以下「本学」という。）は、最高管理責任者である学長の命を受け、文部

科学省の「研究機関における競争的研究費の管理・監査のガイドライン（実施基準）」（平成

19年 2月 15日文部科学大臣決定）及び「研究機関における競争的研究費の管理・監査のガイド

ライン(実施基準)の改正」(平成 26年 2月 18日)の趣旨や内容を踏まえ、本学における競争的

研究費の適正な運営・管理を行うため「丌正防止計画（責任体系・丌正防止計画表）」を下記

のとおり策定します。 

 

 

羽衣国際大学における競争的研究資金の責任体系 

 

① 最高管理責任者：学長 

・競争的研究資金の執行・管理についての最終的な責任及び権限を有する。 

 
 

② 統括管理責任者：大学事務局長 

・最高管理責任者を補佐し、競争的研究資金の執行・管理についての全体を統括する責任及び

権限を有する。 

 
 

③ コンプライアンス推進責任者：学術情報委員長 

・競争的研究資金の執行・管理についての部局を統括し、実質的な責任及び権限を有する。 

・競争的研究資金の運営・管理に関わる全ての構成員に丌正防止の取組及びルール等の

コンプライアンス教育を行う。 

 
 

④ コンプライアンス推進副責任者兼部局責任者： 

学術情報・地域連携センター グループリーダー  

・競争的研究資金の適正な執行・管理及び研究遂行に関する事務手続きについての責任及び

権限を有する。 

・コンプライアンス推進責任者を補佐する。 

  



丌正防止計画表 

 

 

■機関内の責任体系の明確化 

項目 丌正発生の要因 丌正防止に向けた取組及び丌正防止計画 

機関内の責任

体系の明確化 

・研究費が研究者個人に配分さ

れるものであり、機関として

の責任体系が曖昧になる。 

 

・機関内における各責任者の異

動・交代及び時間の経過によ

り認識が低下する。 

1. 本学の責任体系を明確にするため「競争的研究資

金の執行・管理に関する規程」の中で責任体系と

役割を定め、ホームページ等で公表する。 

2. 各責任者の交代時においては、所管・統括する業

務内容について十分に引継ぎを行う。 

 

 

■適正な運営・管理の基礎となる環境の整備 

項目 丌正発生の要因 丌正防止に向けた取組及び丌正防止計画 

ルールの  

明確化・  

統一化  

・競争的研究費の使用ルールや

本学の使用ルールが丌明確

で、研究者がどのように執行

してよいか、わからない。 

 

・研究者から見て、使い勝手が

悪い学内ルールであるため、

ルールと運用実態が乖離する

可能性がある。 

 

1. 競争的研究費の使用に関しては、原則学内規程に

基づき行っており、統一されている。使用ルール

等は、とりまとめて「研究ガイドブック」に記載

されている。 

2. 競争的研究費に採択された研究代表者を対象に、

毎年、執行説明を個別に行い、使用ルールを周知

する。 

3.「事務処理手続き・使用ルール等に関する相談」

を学術情報・地域連携センターにて随時受付ける。 

4. 使用ルールと運用実態が乖離しないよう、内部監

査等において研究者へのヒアリング等を行う。 

5. 内部監査、研究者へのヒアリング及び経費執行に

関する相談等により、丌正防止や使い勝手の良い

ルールにつながる内容であれば、学術情報委員会

等を経て使用ルールを見直す。 

6. 研究者及び事務部門が分かりやすい「研究ガイド

ブック」になるよう、継続的に見直しを図る。 



項目 丌正発生の要因 丌正防止に向けた取組及び丌正防止計画 

関係者の 

意識向上 

・競争的研究費は、国民の税金

で賄われているという意識が

希薄である。 

 

・自らのどのような行為が丌正に

あたるのかを理解していない。 

・研究者とともに事務職員の意

識向上の必要性が理解されて

いない。 

 

・研究者が丌正使用の罰則を理

解していない。 

1.「研究ガイドブック」等において、公的研究費の

財源を研究者が十分に自覚するよう、促す。 

2. 最高管理責任者である学長から、全教職員に対し

て公的研究資金の適正使用を促すメッセージを

「研究ガイドブック」及び文書により発信する。 

3. 競争的研究費の執行・管理に関不する全ての研究

者及び事務職員等を対象に、コンプライアンス教

育の受講を義務化する。  

4. コンプライアンス教育において、丌正使用の罰則

(懲戒、補助金の返還、応募資格の停止期間)を説

明し、注意喚起する。 

調査及び懲戒

に関する規程

の整備及び 

運用の透明化 

・丌正が疑われる場合の調査に

関する規程・委員会が整備さ

れていない。 
 

・丌正に係る調査体制が、公正

かつ透明性が確保されていな

い。 

1. 競争的研究資金の丌正の発生する要因を把握し、

具体的な対策を講じるため、文部科学省のガイド

ラインに沿って「研究活動の丌正行為に関する規

程」を定め、「研究ガイドブック」への記載によ

り公表する。 

2. 公正を高めるため、「調査委員会」には第三者機

関に属する外部有識者を加える。 

 

 

■丌正を発生させる要因の把握と丌正防止計画の策定・実施 

項目 丌正発生の要因 丌正防止に向けた取組及び丌正防止計画 

丌正防止計画

の策定 

・丌正防止推進部署の業務が

曖昧である。 

1.「競争的研究資金の執行・管理に関する規程」に

おいて丌正防止計画推進部署を「学術情報・地域

連携センター」と定め、丌正防止計画推進責任者

には、部局責任者を充てている。丌正防止計画の

改正については、学術情報委員会、企画運営本部

会議等に諮って最適な計画にする。 

丌正防止計画

の実施 

・丌正防止計画が大学全体の

取組みで行われていない。 

 

・現実的な丌正防止計画が策

定できていない。 

1. 本学の競争的研究費の丌正防止計画を「研究ガイ

ドブック」への掲載し、またホームページ等で学

内外に公表することで情報の共有化を図り、大学

全体の取組みとして実行する。 

2. 丌正防止計画推進責任者が、モニタリング並びに

他大学の事例等により丌正発生の要因の情報収集

に努め、現実的な防止計画にするために定期的に

見直しを図る。 

 

 



■研究費の適正な運営・管理活動 

項目 丌正発生の要因 丌正防止に向けた取組及び丌正防止計画 

研究費の執行

（全体） 

・当年度予算に残額があるが、

次年度に繰越せないので、

年度末に大量の物品を購入

する。 

 

1. 繰越のできる公的資金（科研費の基金等）につい

ては、そのルール及び手続き方法等を研究者に周

知する。 

2. 書類の提出締切りを 3月中旬（一部の経費は 2月）

としているが、当年度で事業を終了するものを除

き、原則、経費の執行は 3月末日まで認めている。

また、新年度についても 4 月 1 日からの執行を認

めている。 

3. 適正な予算執行に向けて、定期的に残額、備品購

入状況の確認により、予算執行が年度末等、一時

に集中しないよう、学術情報・地域連携センター

は絶えず注意喚起を行う。 

4. 書類提出が遅れている研究者には、理由書の提出

を求めるなど適切な処理を求める。 

物品購入・ 

物品検収 

・物品の発注方法（発注者）

が明確になっていない。 
  

・発注段階で財源の特定がで

きていない。 

  

・物品納品の実態がわからな

い。 
  

・検収業務を事務部門ではな

く、研究者が行う。 
  

・特殊な役務の検収を行って

いない。 

  

・換金性の高い物品の管理を

行っていない。 

  

・取引業者が丌正であるか、

解らずに研究者の指示どお

りに書類を作成し、納品す

る。（預け金の発生） 

  

・丌正を行った業者に対する

処分方針がない。 

1. 20 万円以上の物品購入については、原則、原議

書にて各責任者及び総合企画室・庶務会計グルー

プグループリーダー等の決裁で発注業者を決定

する。20 万円未満の場合は、研究者が業者から

見積書を徴収して、金額の妥当性を確認した後、

研究者が発注・購入する方法としている。 

2. 研究者が発注段階で支出財源を特定するために、

業者または研究者が「見積書の欄外に財源」（例：

「科研費」）を明記する。(立替払いも同様) 

3. 納品検収は、学術情報・地域連携センターが、金額

にかかわらず全品検収を行い、預け金を防止する。 

4. 図書の検収は、納品書等の書類と図書の両方に検

収印を押す。 

5. 特殊な役務（データベース・プログラム・デジ

タルコンテンツ開発・作成、機器の保守点検等）

の検収については、提出された成果物及び完了

報告書等との検収を行う。必要に応じて、デー

タ、仕様書等を専門の知識を有する者がチェッ

クを行う。 

6. 換金性の高い物品のうち、切手、図書カードにつ

いては、使用目的と配布・送付先一覧を研究者は

学術情報・地域連携センターに提出し、同センタ

ーは使用簿等によりチェックを行う。パソコン類

については、購入金額にかかわらず学術情報・地



項目 丌正発生の要因 丌正防止に向けた取組及び丌正防止計画 

域連携センターで管理台帳を作成し、購入の翌年

度に現物確認を行う。 

7. 研究者には、物品検収後、抜き打ちで物品使用状

況等の確認を行うことを説明会等で周知し、リス

クアプローチ監査及び内部監査で、物品の現物確

認及び物品使用状況のヒアリングを行う。 

8. 取引業者には、内部監査において、納入実績調査

（サンプル）を実施し、丌適切な取引の防止に努

める。 

9. 業者に対して、見積・納品・請求書等の日付は実

態に合わせて記入すること及び手書きでの日付記

入をしないよう指導することにより、年度繰り越

し等の丌正を防ぐ。 

10. 丌正な取引に関不した業者には、取引の停止を

することを定めている。一定金額以上の取引業者

に誓約書の提出を義務付ける。 

出張旅費 

・飛行機の利用の有無を確認

していない。 

  

・近隣への出張を含めて、出

張の確認ができていない。 

  

・宿泊の予定を日帰り出張と

した。 

1. 出張者から行程・内容等を詳細に記述した出張報

告書を速やかに提出させることで、出張の事実確

認を行う。 

2. 出張の事実確認書類（交通機関等の乗車を証明す

る物、宿泊証明書、出張先での購入物の領収書等）

の提出を義務化している。 

3. 複数日にわたる出張の場合には、その期間全てを

証明できる事実確認書類の提出を義務化している。 

研究支援者 

への謝金 

・架空の謝金の支払いを行う。 

  

・勤務実態で出勤簿を改ざん

して虚偽の申請をする。 

1. 全研究支援者に対して、学術情報・地域連携セン

ターにおいて業務内容及び勤務形態を明記した雇

用契約書を交わしている。 

2. 研究支援者は出勤当日、出勤表に捺印し、勤務時

間を明記する。 

3. 管理部門（学術情報・地域連携センター）は定期

的に出勤検査を行う。 

4. 管理部門は月末に、出勤表に基づき、研究支援者

及び研究代表者に勤務時間等を確認した後、謝金

を支払う。 

3. モニタリングまたは内部監査等において、研究支

援者に対してヒアリングの実施または郵送による

勤務実態調査を実施する。 

  



■情報の伝達を確保する体制の確立 

項目 丌正発生の要因 丌正防止に向けた取組及び丌正防止計画 

相談窓口 

・研究費の使用・処理に関する

相談窓口がない。 
 

・丌正使用に係る相談窓口が

ない。 

1. 学術情報・地域連携センターに「事務処理手続

き・使用ルール等に関する相談窓口」を設置し、

学内外からの経費執行・管理及び事務処理手続き

に係る相談に応じる。 

2.「研究費の丌正使用」及び「研究活動の丌正行為」

に係る相談を受付ける窓口を学術情報・地域連携

センターに置く。責任者は部局責任者。 

3. 相談窓口を「研究ガイドブック」やホームページ

等で公開する。 

告発窓口 
・学内外から告発を受ける窓

口がない。 

1.「研究費の丌正使用」及び「研究活動の丌正行為」

に係る告発窓口を羽衣学園法人事務局に置く。 

2. 告発窓口を「研究ガイドブック」やホームページ

等で公開する。 

 

■モニタリングのあり方 

項目 丌正発生の要因 丌正防止に向けた取組及び丌正防止計画 

監査体制の 

整備 

・機関全体のモニタリングが

有効に機能する体制が取ら

れていない。 

1. 内部監査は羽衣学園法人事務局が行う。 

2. リスクアプローチ監査を学術情報・地域連携セン

ターが実施する。 

・出張者とのヒアリングを含めた実態調査 

・研究補助員とのヒアリングを含めた実態調査 

・物品等の現物確認 

・書面調査及び取引業者への納入実態調査 

・その他丌正防止に関する必要な調査 

3. 内部監査等で指摘された改善すべき内容につい

ては、学術情報委員会及びコンプライアンス推進

責任者等の責任者等で検討し、体制を整備する。 

内部監査の 

実施 
・内部監査の意識が薄い。 

1. 研究代表者に対するコンプライアンス教育にお

いて、内部監査を行うことを説明する。併せて、

「研究ガイドブック」に内部監査及びリスクアプ

ローチ監査の内容を記載する。 

2. 内部監査は、科研費を中心とした競争的資金を得

て行う研究の 1割を毎年行う。 

意識調査 
・研究者の意識が一致してい

ない。 

1. 全学教授会にて研究者倫理教育の重要性につい

て説明を定期的に行う。 

2. 競争的資金を得て研究を行う研究者及び関係職員

にはコンプライアンス教育の受講を徹底し、全研究

者に対しても当該教育の受講を強く推進する。 

 
**************************************** 



〔４〕公正な研究活動のためのコンプライアンス教育（研究倫理研修） 

１）『科学の健全な発展のために―誠実な科学者の心得』（「グリーンブック」） 

 

本学では、科研費に応募する研究者に対して、日本学術振興会が編集した『科学の健全な

発展のために―誠実な科学者の心得』（通称「グリーンブック」）を配布しています。研究者が

遵守すべき法令およびルール、研究者の役割と責務、共同研究での課題など、公正な研究

活動推進のために知っておくべき事柄を簡潔にまとめた書籍です。科研費応募者は本書を

内定通知受理までに読み終えることが義務付けられています。 

 
   

本書では、人文・社会科学から自然科学までの全分野の科学者が、

「どのようにして科学研究を進め、科学者コミュニティや社会に

対して成果を発信していくのか」を命題に、研究を進めるにあたって

知っておかなければならないことや、倫理綱領、行動規範、成果の

発表方法、研究費の適切な使用等、科学者にとって必要な心得に

ついて、エッセンスを整理しまとめます。  

『科学の健全な発展のために―誠実な科学者の心得』 

   

 

 

２）研究倫理 e-ラーニング 「eL CoRE」 

 

日本学術振興会は、前項１）で紹介した「グリーンブック」の内容をeラーニングで学べる

「eL CoRE」（e-Learning Course on Research Ethics）を開発し、Web上で提供しています（URLは

下記参照）。このeラーニングコースは無料で、誰でも登録・受講ができ、所要時間は約90分で、

修了者は修了証書をプリントアウトすることができます。 

本学では、全専任教員に本コースの受講を推奨しており、特に、科研費等の競争的研究

助成に応募する研究者に対しては受講を必須とし、科研費応募者においては、科研費応募表明の

際に修了証書のコピーを学術情報・地域連携センターに提出することが義務付けられています。 

他にも、科研費等の競争的研究資金の運用・管理に関して責任を負う全ての関係者に対し

ても本コースの受講が義務付けられています。 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
緑色の表紙から 

通称「グリーンブック」 

 

事例を使った解りやすい内容。日本語版と英語版あり。無料。所要時間 90分 

https://www.netlearning.co.jp/clients/jsps/top.aspx 

http://pub.maruzen.co.jp/shop/9784621089149.html
http://pub.maruzen.co.jp/shop/9784621089149.html


〔５〕研究倫理順守のための各種規程 

１） 「科学研究費補助金事務取扱規程」 

 

 規程番号 ７９１－０１  

羽衣国際大学 科学研究費補助金事務取扱規程 

平成２１年９月１５日 制定 

平成２９年４月１日 改定・施行 

 

（目的） 

第１条 羽衣国際大学（以下「本学」という。）における研究費補助金（以下「補助金」という。）

の直接経費及び間接経費の取扱いについては、補助金等に係る予算執行の適正化に関する法律（昭

和 30年法律第 179号）、科学研究費補助金取扱規程（昭和 40年文部省告示第 110号）及び独立行

政法人日本学術振興会科学研究費補助金（基盤研究等）取扱要領（平成 15 年規程第 17 号）及び

他の関係法令等に基づくほか、補助金の不正使用を防止するための管理・運営について定めるこ

とにより、補助金事務の適正かつ効率的な執行を図ることを目的とする。 

 

（対象） 

第２条 この取扱いの対象となる研究者とは、本学に所属する専任教員で、補助金交付を受ける研

究代表者及び研究分担者（以下「研究者」という。）をいう。 

 

（管理責任者等） 

第３条 第１条の目的を達成するため、責任と権限を規程番号 791-02に準じて制定する。 

 

（補助金の管理） 

第４条 研究者は補助金（直接経費）の交付内定（継続分を含む）を受けたときは、その管理を自

動的に本学に委任したものとする。 

２ 補助金（直接経費）の出納管理については、学術情報・地域連携センターグループリーダーが

行う。 

 

（直接経費の支出） 

第５条 補助金（直接経費）を支出するときは、支出証拠書類（見積書、納品書、請求書）を添付

のうえ、学術情報・地域連携センターグループリーダーに提出し、決裁を受ける。 

２ 20万円以上の機器、備品（以下「備品等」という。）を購入するときは、事前に研究者が本学所

定の購入伺いを提出し決裁を受けなければならない。また、備品等の設置保管場所を総合企画室・

庶務会計グループに報告しなければならない。 

３ その他旅費、謝金等の支出については本学の経理規程に準じる。 

 

（納品検査） 

第６条 補助金（直接経費）で購入した物品の納品検査は、学術情報・地域連携センターグループ



リーダーが行う。 

 

（機器、備品、図書等の寄附） 

第７条 補助金（直接経費）により購入した備品等及び図書は、本学に現物寄附しなければならない。 

２ 研究者が当該研究を継続し、且つ他の研究機関に移籍することになる場合には、その求めに応

じて、寄贈を受けた備品等及び図書を研究者に返還することができるものとする。 

３ 寄贈を受けた備品等及び図書については、本学物品管理規程に基づき適正に管理しなければな

らない。 

 

（間接経費） 

第８条 研究者が交付を受けた間接経費は、本学に譲渡しなければならない。これに関する事務は

学術情報・地域連携センターと総合企画室・庶務会計グループが行なう。 

２ 当該研究者が他の研究機関に移籍する場合及び当年度補助事業を中止する場合には、直接経費

の残額の 30％を間接経費として当該研究者に返還する。 

 

（監査） 

第９条 無作為に抽出した研究者の補助金使用について年 1回監査を実施する。 

２ 監査に関する事務は総合企画室・庶務会計グループが行う。 

 

（不正使用の通報） 

第 10条 補助金の不正使用に関する通報窓口は、規程番号 500-03、及び 791-02に準じる。 

２ 不正使用の通報を受けた担当者は、規程番号 500-03 及び 791-02 に準じて手続きを進めなけれ

ばならない。 

 

（雑則） 

第 11 条 この規程に定められていない事務等については、平成 19 年 2 月 15 日文部科学大臣決定、

研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドラインを遵守して適正な管理を行うものとす

る。 

 

（改廃等） 

第 12条 この規程の取扱事務は学術情報・地域連携センターが行い、規程の改廃については、企画

運営本部会議の議を経て、全学教授会の意見を聴き、学長が決定する。 

 

附 則 

 この規程は平成 21年 10月 1日から施行する。 

附 則 

 この規程は平成 29年 4月 1日から施行する。 

 

  



２）「競争的研究資金の適正な運営・管理に関する規程」 

 

 規程番号 ７９１－０２  

羽衣国際大学 競争的研究資金の適正な運営・管理に関する規程 

平成２８年 ９月１日 制定 

平成２８年１０月１日 施行 

 

（目的） 

第１条 この規程は、文部科学省の「研究機関における競争的研究費の管理・監査のガイドライン

（実施基準）」（平成 19年 2月 15日文部科学大臣決定）及び「研究機関における競争的研究費

の管理・監査のガイドライン(実施基準)の改正」(平成 26年 2月 18日)の趣旨や内容を踏まえ、

羽衣国際大学（以下「本学」という。）において競争的資金を中心とした公募型の研究資金（以

下「競争的資金等」という。）の取扱いに関して、適正に運営及び管理するために必要な事項を

定めることを目的とする。 

 

（定義） 

第２条 この規程において競争的資金等とは、次のものをいう。 

（１）研究者が研究課題を設定して研究費を申請し、資金配分機関の審査を経て研究費が交付さ

れる基金及び補助金。 

（２）資金配分機関が研究課題を設定し、それに応募した研究者が審査を経て採択され、当該研

究者の所属機関との間で委託契約が結ばれる委託費。 

２ この規程において「研究者等」とは、本学の教職員、その他の本学の競争的資金等の運営およ

び管理に係る全ての者をいう。 

３ この規程において「不正」とは、競争的資金等の不正な使用をいう。 

 

（責任と権限） 

第３条 本学における競争的資金等を適正に運営及び管理するために最高管理責任者、統括管理責

任者、コンプライアンス推進責任者、コンプライアンス推進副責任者、部局責任者、事務管理責

任者を置く。 

２ 最高管理責任者は、本学全体を統括し、研究者等の競争的資金等の運営・管理についての最終

的な責任及び権限を有し、学長がその任に当たる。 

（２）最高管理責任者は、不正防止対策の基本方針を策定・周知するとともに、必要な措置を講じ

る。 

３ 統括管理責任者は、最高管理責任者を補佐し、研究者等の競争的研究資金の執行・管理につい

ての全体を統括する実質的な責任及び権限を持つものとし、大学事務局長がその任に当たる。 

（２）統括管理責任者は、不正防止対策の基本方針に基づき、具体的な対策を策定・実施し、その

状況を最高管理責任者に報告する。 

４ コンプライアンス推進責任者とは、研究者等の公正な研究活動、並びに競争的資金等の不正防

止のための取組・教育の推進を図るものとし、学術情報委員長がその任に当たる。 



（２）コンプライアンス推進責任者は、不正防止対策の実施状況を確認し、実施状況を最高管理責

任者及び統括管理責任者に報告する。 

（３）コンプライアンス推進責任者は、不正防止のためのコンプライアンス教育の方針・内容を精

査した上で、競争的資金の運営・管理に関わる全ての構成員に当該教育を行い、その受講状況を

管理・監督するとともに、不正を発生させる要因を把握し、不正防止に努めなければならない。 

５ コンプライアンス推進責任者を補佐し、競争的資金等の運営及び管理・執行、コンプライアン

ス教育の策定・執行などの日常的な管理・監督を行うものとして、コンプライアンス推進副責任

者を置き、学術情報・地域連携センターグループリーダーがその任に当たる。 

６ 部局責任者は、統括管理責任者及びコンプライアンス推進責任者を補佐し、競争的研究資金の

執行・管理、並びにコンプライアンス教育の執行、不正防止計画の推進を遂行する部局を統括し、

実質的な責任及び権限を持つものとし、学術情報・地域連携センターグループリーダーがその任

に当たる。 

７ 事務管理責任者は、部局責任者を補佐し、競争的研究資金の適正な執行・管理及び研究者の研

究遂行に関する事務手続きについての責任及び権限を持つものとし、学術情報・地域連携センタ

ーグループサブリーダーがその任に当たる。 

 

（相談窓口） 

第４条 研究者等の競争的研究資金の執行・管理及び事務処理手続きについて、学内外からの相談

を受け付けるために、相談窓口を学術情報・地域連携センターに置く。 

２ 相談窓口責任者には、部局責任者を充てる。 

 

（旅費・謝金等の事実確認） 

第５条 旅費・謝金等研究費の執行に係る事実確認は、学術情報・地域連携センターが担当する。 

２ 事実確認にあたっては、事務管理責任者を責任者とし、競争的研究資金の事実確認処理の実質

的な責任と権限を有する。 

 

（物品検収） 

第６条 競争的研究資金での物品購入等の購入に際しては、発注段階で支出財源の特定を行い、予

算執行の状況を遅滞なく把握することを要し、物品発注段階で支出財源を見積書の欄外に明記す

るよう、研究者等は業者に指示を行う必要がある。 

２ 物品の購入に係る検査を適正に実施するため、納品時に検収を要するものとし、学術情報・地

域連携センターが検収を行う。 

 

（換金性の高い物品の管理） 

第７条 換金性の高い物品については、研究者は競争的研究資金等で購入したことを学術情報・地

域連携センターに明示し、それら物品の所在を記録・管理を同センターが行う。 

２ パソコン、ノートパソコン、タブレット、ディスプレイ、カメラ等については、学術情報・地

域連携センターが管理台帳へ記録し、購入年度の次年度に管理台帳に基づき現物確認を行う。 

３ 切手・図書カード等については、使用目的と配布・送付先一覧を研究者は学術情報・地域連携

センターに提出を行う。 

 



（取引業者からの誓約書提出） 

第８条 前年度の取引金額が一定額以上（原則年 100万円以上）及び現物による物品検収ができな

い取引業者等から定期的に誓約書の提出を求める。 

 

（リスクアプローチ監査） 

第９条 競争的研究資金の不正リスクに対して、重点的にサンプルを抽出し、抜き打ち等を含めた

リスクアプローチ監査を実施する。 

２ リスクアプローチ監査は、次の各号の内容を調査する。 

（１）出張者へのヒアリングを含めた実態調査 

（２）研究補助員へのヒアリングを含めた実態調査 

（３）物品等の現物確認 

（４）取引業者への納入実態調査 

（５）その他不正防止に関する必要な調査 

３ リスクアプローチ監査は、学術情報・地域連携センターが担当する。 

 

（内部監査） 

第 10条 競争的研究資金の執行・管理及び事務処理手続きについて内部監査を実施する。 

２ 内部監査の実施については、羽衣学園法人事務局長が担当する。 

 

（告発窓口） 

第 11条 学内外からの、研究者等の公正な研究活動、並びに競争的研究資金の不正に関する告発及

び情報提供の受付窓口を羽衣学園法人事務局に置く。 

 

（不正行為） 

第 12条 最高管理責任者は、研究者等の研究活動の不正行為、又は競争的研究資金の不正使用が発

生する要因を把握し、防止策を講じなければならない。 

２ 不正行為が発生した場合は、「研究活動の不正行為に関する規程」に基づき、調査を行う。 

 

（疑義の裁定） 

第 13条 この規程の施行に際し、疑義が生じた場合には学長の裁定による。 

 

（規程の改廃） 

第 14条 この規程の改廃については、企画運営本部会議の議を経て、全学教授会の意見を聴き、学

長が決定する。 

 

 

附 則 

１ この規程は、平成 28年 10月 1日から施行する。 

２ この規程の制定に伴い、「羽衣国際大学公的研究費・委託研究費等の管理・監査のガイドラ

イン内規」（規程番号 791-02）は廃止する。 

  



３） 「研究活動の丌正行為に関する規程」 

 

 規程番号 ７９１－０３  

羽衣国際大学 研究活動の不正行為に関する規程 

平成２８年 ９月１日 制定 

平成２８年１０月１日 施行 

 

（目的） 

第１条 この規程は、羽衣国際大学（以下「本学」という。）において、研究活動における不正行

為が生じた場合の措置等を定めることにより、研究に関わる全ての者の研究活動の不正行為を防

止することを目的とする。 

 

（定義） 

第２条 この規程において「研究活動」とは、競争的研究資金を始めとする学外から獲得した研究

費及び本学が配分する研究費により行われる、全ての研究活動をいう。 

２ この規程において「研究者」とは、前項の研究活動を本学で行っている研究者または在籍中に

行っていた研究者をいう。 

３ この規程において「不正行為」とは、故意、又は研究者としてわきまえるべき基本的な注意義

務を著しく怠ったことによる、次に掲げる行為をいう。  

（１） 研究活動における特定不正行為 

捏造 存在しないデータ、研究結果等を作成すること 

改ざん 研究資料・機器・過程を変更する操作を行い、データ、研究活動に

よって得られた結果等を真正でないものに加工すること 

盗用 他の研究者のアイディア、分析・解析方法、データ、研究結果、論

文または用語を当該研究者の了解または適切な表示なく流用するこ

と 

（２） その他の研究活動における不正行為 

二重投稿 他の学術誌等に既発表または投稿中の論文と本質的に同じ論文を投

稿すること 

不適切なオーサー

シップ 

論文著作者が適正に公表されないこと 

研究成果の漏洩 非公開の他人の研究成果、文章または知的財産を、当該研究者等の

知ることなく外部に公表または漏らすこと 

（３）研究費の不正使用 

謝金・給与に係る不

正 

・架空雇用 ・架空の出勤表に基づく請求等、実態の伴わな

い研究協力者等に対する謝金・給与を請求す

ること（カラ謝金・カラ給与） 

物品購入費に係る

不正 

・架空請求 

 

・架空の取引または取引実態と異なる虚偽の請

求書類を業者に作成させ、または本人が作成



 

 

・納品価格割高操

作 

 

 

・偽装取引 

 

 

・品名替 

して補助金を請求し、支払われた代金を業者

への預け金とすること、あるいは現金受領す

ること 

・通常より割高な価格で購入することにより執

行額を増やし、差額を業者への預け金とする

こと、あるいは現金受領すること 

・偽装した商品の取引を行い、支払われた代金

を業者への預け金とすること、あるいは現金

受領すること 

・実態と異なる品名で補助金を請求して執行額

を増やし、差額を流用すること 

旅費に係る不正 

・虚偽出張 

・旅費の水増し 

 

 

・旅費の二重請求 

・実態を伴わない旅費の請求（カラ出張） 

・見積書を必要とする旅費について、支払われ

た概算払いの金額と実際の旅費の差額を返

金しないこと 

・招待等により実際は旅費の支払いが不要であ

るにもかかわらず旅費を請求すること 

不正受給 
・無資格者の不正

受給 

・無資格者による補助金の受託等不正な補助金

の受給 

（４）前３号に掲げる行為の証拠隠滅または立証妨害 

 

（研究データの保存と開示） 

第３条 研究者は、研究成果発表の根拠となった調査ノート、実験・観察ノート、数値データ、画

像、資料等（以下｢研究データ等｣という。）について、作成者、作成日時及び属性等を整備し、後

日の利用・検証に堪えるよう、研究成果発表後原則 5年間、適正な形で保存しなければならない。 

２ 研究者は、研究成果発表の根拠となった試料及び装置等を研究成果発表後原則 3年間、適正な

形で保存しなければならない。ただし、保存・保管が本質的に困難なものや保存に多大な費用が

かかるものについてはこの限りでない。 

３ 研究データ等は、それらを利用した、または生み出した研究者が転出や退職した後も第１項及

び第２項前項に定める期間、研究者自身が責任をもって保存・管理しなければならない。 

４ 研究者は、保存された研究データ等を必要に応じて開示しなくてはならない。なお、転出や退

職後もその責を負うものとする。 

 

（最高管理責任者） 

第４条 研究活動の不正行為の防止に関し、最高管理責任者を置き、学長を充てる。 

２ 最高管理責任者は、最終的な責任及び権限を有する。 

 

（統括管理責任者） 

第５条 統括管理責任者を置き、大学事務局長を充てる。 

２ 統括管理責任者は、最高管理責任者を補佐し、研究活動の不正行為についての全体を統括する

責任及び権限を有する。 



 

（不正行為の事前防止の取組み） 

第６条 最高管理責任者は、研究活動の不正行為を防止するため、次に掲げる研究に係る環境整備

を講じなければならない。 

 

（倫理教育責任者） 

第７条 研究者の倫理向上に関し倫理教育責任者を置き、学部長等を充てる。 

２ 倫理教育責任者は、所属する全ての研究者を対象に研究倫理教育を実施しなければならない。 

３ 倫理教育責任者は、指導教員等を通じて所属学生に研究倫理教育の実施を推進しなければなら

ない。 

 

（相談窓口） 

第８条 学内外からの不正行為に関する相談の受付窓口を学術情報・地域連携センターに置く。 

２ 相談窓口責任者には、学術情報・地域連携センターグループリーダーを充てる。 

 

（告発窓口） 

第９条 学内外からの不正行為に関する告発及び情報提供の受付窓口（以下「告発窓口」という。）

を羽衣学園法人事務局に置く。 

２ 告発窓口は、次の業務を行う。 

（１）不正行為に係る告発の受付  

（２）不正行為に係る告発及び提供された情報の整理 

（３）異議申立の受付  

（４）告発者（次条第２項ただし書において、氏名の秘匿を希望した者に限る。）への調査結果

及び判定結果等の通知 

 

（告発の受付） 

第 10条 告発は、電子メール、ファクシミリ、書面、電話又は面談で行うことができる。 

２ 告発は顕名により行われ、不正行為を行ったとする者、不正行為の態様等、事案の内容が明示

され、かつ不正とする合理的理由が示されてなければならない。ただし、告発者は、氏名の秘匿

を希望することができる。 

 

（告発の取扱い） 

第 11条 前条により告発があった場合は、告発窓口は速やかにその内容を最高管理責任者に報告す

る。 

２ 前条第１項の告発のうち、書面など告発窓口が受け付けたか否かを告発者が知り得ない方法の

場合は、告発者に受け付けたことを報告する。ただし、告発として受け付けないと判断した場合

は、告発者に報告しない。 

 

（不正行為の調査） 

第 12条 最高管理責任者は、第９条の告発があった場合及び次に掲げる不正行為に係る情報を得た

場合は、調査を行う調査委員会（以下、「委員会」という。）を設置し、調査を開始する。 



（１）研究者の所属部局等から不正行為の疑いがある旨の報告を受けた場合 

（２）科学コミュニティ、報道からの指摘及びその他信頼性のある不正行為の情報を得た場合 

２ 前項各号の報告の受付及び提供された情報の整理は、学術情報・地域連携センターが行う。 

 

（他の研究機関との合同調査） 

第13条 本学の研究者に対して他の研究機関で行った研究活動に係る告発があった場合等において、

他の研究機関と合同で調査することができる。 

 

（予備調査） 

第 14条 委員会は、第 11条により調査の開始を命ぜられた場合は、専門分野に応じた調査及び審

議の適性を確保するために、予備調査を行う。 

２ 委員会は、当該案件の内容について疑義の合理性、本調査の実施可能性等の予備調査を告発等

の受付から 30日以内に行うものとする。 

３ 委員会は、予備調査の実施に当たっては、告発者からの事情聴取又は告発に係る書面に基づき、

調査する。 

４ 委員会は、必要があると認めるときは、調査対象者に対して事情聴取を行うことができる。 

５ 委員会は、予備調査の実施に当たっては、告発者及び調査対象者の秘密を守るため、当該者が

特定されないよう、調査の方法に十分配慮しなければならない。 

６ 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。 

（１）最高管理責任者が指名する調査委員長 

（２）最高管理責任者及び調査委員長が指名する委員 若干名 

（３）最高管理責任者が指名する第三者機関に属する外部有識者 

７ 前項の委員は、告発者及び調査対象者と直接利害関係のない者とする。 

 

（予備調査結果の報告） 

第 15条 委員会は、予備調査の終了後、当該調査の結果に基づき、不正行為の存在の可能性を判定

し、本調査実施の可否を最高管理責任者に報告しなければならない。 

２ 委員会は、不正行為の存在が認められない場合には、告発者及び調査対象者（ただし、前条第

４項の規定により事情聴取を行った者に限る。）に通知しなければならない。 

 

（予備調査に関する異議申立て） 

第 16条 告発者は、前条の通知に対し、正当な理由がある場合、１回に限り、異議の申立てをする

ことができる。 

２ 前項の異議申立ては、通知を受けてから１週間以内に、所定の異議申立書を調査委員長に提出

することにより行わなければならない。 

３ 委員会は、異議申立てが妥当であると判断した場合は、本調査実施の可否について再検討を行

う。 

４ 前項において、委員会は、再度予備調査を行うことができる。 

５ 前項の予備調査は、必要に応じて委員の交代、追加または除外を行う。 

 

（本調査） 



第 17条 予備調査により不正行為の存在の可能性が認められた場合、委員会は、30日以内に本調査

を実施しなければならない。 

２ 委員会は、本調査の実施に当たり、告発者及び調査対象者からの事情聴取並びに告発に係る書

面に基づき、不正行為の有無、不正の内容、関与した者、その関与の程度等について調査する。 

３ 委員会は、本調査の実施に当たっては、告発者及び調査対象者の秘密を守るため、当該者が特

定されないよう、調査の方法に十分配慮しなければならない。 

４ 最高管理責任者は、研究活動の特定不正行為において、本調査の実施が決定された場合は、文

部科学省及び配分機関に報告しなければならない。 

５ 前項のうち、本調査を実施する場合は、調査方針、調査対象及び方法等についても、報告・協

議しなければならない。 

６ 最高管理責任者は、本調査の実施が決定された場合は、裁定までの間、告発及び情報提供のあ

った研究に関わる研究費の支出の停止を命じるものとする。 

７ 委員会は、予備調査を行った委員以外に本調査に必要と認められた者を委員とすることができ

る。 

８ 委員会は、本調査開始にあたり、調査委員の氏名・所属を告発者及び調査対象者に伝達し、1

週間以内であれば異議申立てを受け付けるとともに異議申立ての内容が妥当と判断した時は、当

該調査委員を交代させるものとする。 

９ 委員会の任務は、次の各号に掲げる事項とする。 

（１）関係者からの事情聴取 

（２）各種資料の精査(論文、実験・観察ノート、生データ等) 

（３）その他本調査の実施に関して、必要と認められる事項 

10 前項の調査に当たっては、公表前のデータ、論文等の研究又は技術上秘密とすべき情報が、漏

えいすることがないよう、十分配慮しなければならない。 

11 委員会が必要と認める場合、委員会の指導・監督の下に再現実験の機会を確保しなければなら

ない。 

12 委員会は、本調査の結果を最高管理責任者に報告しなければならない。 

13 研究活動の特定不正行為においては、本調査の結果、不正の事実が一部でも確認された場合、

文部科学省及び配分機関に報告しなければならない。 

14 前項のほか、文部科学省及び配分機関の求めに応じ、調査の終了前であっても、調査の進捗状

況報告もしくは調査の中間報告の提出、または正当な事由がある場合を除き、当該事案に係る資

料の提出もしくは閲覧または現地調査に応じなければならない。 

 

（判定） 

第 18条 委員会は、前条の本調査の結果をもとに不正行為の有無、不正の内容、関与した者、その

関与の程度等について判定を行う。  

２ 不正行為が行われなかったと判定される場合において、告発が悪意に基づくものであることが

判明したときは、委員会は、併せてその旨の判定を行う。 

３ 委員会は、第１項及び前項の判定に当たっては、調査対象者に対し、書面又は口頭による弁明

の機会を与えなければならない。 

 

 



（本調査・判定結果の通知） 

第 19条 委員会は、本調査の開始から 150日以内に前条の判定の結果を最高管理責任者に報告しな

ければならない。 

２ 委員会は、調査の内容、判定結果、調査及び判定を行った者の氏名と所属を、告発者及び調査

対象者に通知しなければならない。 

 

（本調査・判定に関する異議申立て） 

第20条 不正行為が行われたと判定された調査対象者または告発が悪意であると判定された告発者

は、前条第２項の通知内容に関して、正当な理由がある場合、１回に限り、異議の申立てをする

ことができる。 

２ 前項の異議申立ては、通知を受けてから 10日以内に、所定の異議申立書を調査委員長に提出す

ることにより行わなければならない。 

３ 委員会は、不正行為と判定された調査対象者から異議申立てがあった場合、告発者に通知する

ものとする。 

４ 委員会は、告発が悪意であると判定された告発者から異議申立てがあった場合、告発者が所属

する機関及び調査対象者に通知するものとする。 

５ 委員会は、第１項の異議申立てがあった場合、異議申立ての趣旨、理由等を勘案し、再調査実

施の可否について決定する。 

６ 前項により、異議申立てを却下すべきと決定した場合は、不正行為が行われたと判定された調

査対象者又は悪意であると判定された告発者に当該決定を通知する。 

７ 委員会は、異議申立書を受理した場合及び前項の再調査の可否について、最高管理責任者に報

告しなければならない。 

８ 最高管理責任者は、第１項の異議申立てのうち、研究活動の特定不正行為においては、本調査

の内容、判定の結果、異議申立てがあったこと、異議申立ての却下及び再調査の決定について、

文部科学省及び配分機関に報告しなければならない。 

 

（再調査・再判定） 

第 21条 委員会は、異議申立てが妥当であると判断した場合、再調査・再判定を行う。 

２ 再調査・再判定は、第 16条及び第 17条に定める調査及び判定の手続きを準用する。 

３ 委員会は、異議申立ての趣旨について新たに専門性を要する判断が必要となる場合には、調査

委員の交代、追加又は除外を行うものとする。 

４ 不正行為と判定された調査対象者の異議申立ての再調査の場合、本調査の結果を覆すに足る資

料等の提出及び再調査の協力を求め、協力が得られない場合には、再調査を打ち切ることができ

る。 

 

（再調査・再判定結果の通知） 

第 22条 委員会は、再調査を行う場合は、60日以内に再判定を行い、その結果を最高管理責任者に

報告しなければならない。この場合において、文書により調査対象者及び告発者に通知する。 

２ 前項の規定にかかわらず、委員会は、悪意に基づく告発の再調査を行う場合、30日以内に再判

定を行い、その結果を最高管理責任者に報告しなければならない。 

３ 委員会は、再調査の内容及び再判定結果を、告発者及び調査対象者に通知しなければならない。 



４ 告発者及び調査対象者は、第１項及び第２項の判定の結果に対して異議を申し立てることはで

きない。 

 

（裁定及び公表等） 

第 23条 最高管理責任者は、第 17条第１項（異議申立てにより再調査を行ったときは前条第 1項。）

の判定が行われた場合に、不正行為の有無、不正の内容、関与した者、その関与の程度等につい

て裁定を行う。 

２ 最高管理責任者は、前項の裁定の結果、不正行為が確認された場合は、次の各号に掲げる勧告

及び通知を行う。 

（１）調査対象者の所属する学部長等への勧告 

（２）研究活動の特定不正行為においては、文部科学省及び配分機関に対し、報告書(調査内容、

調査結果、措置の内容、不正行為発生要因、再発防止策等)により通知  

（３）関連学会、学術誌編集委員会等への通知 

（４）その他必要に応じて関連教育研究機関等への通知 

３ 最高管理責任者は、第 17条第２項（異議申立てにより再調査を行ったときは前条第２項。）の

悪意に基づく告発の確認が行われた場合に、悪意の有無、悪意の内容、関与した者、その関与の程

度等について裁定を行う。 

４ 最高管理責任者は、前項の結果、悪意に基づく告発と裁定した場合、告発者の所属長、文部科学

省及び配分機関に通知を行う。 

５ 最高管理責任者は、第１項及び第３項の裁定の結果、不正行為の存在及び悪意に基づく告発が確

認された場合は、個人情報又は知的財産の保護等不開示に合理的な理由がある場合を除き、研究者

氏名・所属、調査結果及び措置の内容を公表するものとする。この場合において、公表事項につい

て調査対象者の意見があるときには、その意見を付して公表するものとする。 

６ 最高管理責任者は、第１項で不正行為の存在が認められない事案のうち、調査内容が外部に漏え

いしていた場合及び論文等に故意によるものでない誤りがあった場合は、調査結果を公表するもの

とする。 

 

（措置） 

第 24条 前条の裁定により不正行為が明らかになった場合は、次の各号の措置を行うものとする。 

（１）本学の研究者等による不正行為または悪意に基づく告発が明らかになった場合は、本学学

則、及び本学就業規則により懲戒を行うことができる。 

（２）本学の研究者等以外の者による不正行為または悪意に基づく告発が明らかになった場合は、

速やかにその者の本務先に通知する。 

（３）本学の研究者等による不正行為が明らかになった場合は、論文等の取下げを勧告する。 

（４）その他不正行為等を排除するために要因を把握し、具体的な対策を講じなればならない。 

２ 前項の規定に関わらず、不正行為等が明らかになった場合は、必要な法的措置をとることがで

きる。 

 

 

 

 



（調査対象者の保護） 

第 25条 最高管理責任者は、調査の結果、告発に係る不正行為の事実が認められなかった場合で、

調査対象者の教育研究活動への支障又は名誉毀損等があった場合は、その正常化または回復のた

めに必要な措置をとらなければならない。 

 

（補佐する者の同席） 

第 26条 第 13条から第 21条までの手続きに際し、事情聴取等を行う場合、または弁明の機会を与

える場合において、必要があると認めたときは、告発者又は調査対象者を補佐する者の同席を許

可することができる。 

 

（協力義務） 

第 27条 不正行為に係る告発に関係する者は、当該告発に基づいて行われる調査に際して協力を求

められた場合には、これに応じなければならない。 

 

（告発者の保護等） 

第 28条 悪意に基づく告発であることが判明しない限り、単に告発したこと、及び告発に基づいて

行われた調査に協力したことを理由に、告発者に対して不利益な取扱いをしてはならない。 

２ 告発窓口の担当者及び調査委員長は、前項の申立てに関係した者が不利益な取扱いを受けるこ

とがないよう、配慮しなければならない。 

 

（秘密の保持） 

第 29条 告発窓口の担当者及び当該告発に携わる調査関係者は、告発者、調査対象者、告発内容及

び調査内容について、裁定結果の公表まで、告発者及び調査対象者の意に反して漏洩しないよう、

秘密保持を徹底しなければならない。 

 

（事務） 

第30条 研究活動の不正行為が生じた場合における措置等に関する事務は、関係部署の協力を得て、

学術情報・地域連携センターが分掌する。 

 

（疑義の裁定） 

第 31条 

この規程の施行に際し、疑義が生じた場合は、学長の裁定による。 

 

（規程の改廃） 

第 32条 この規程の改廃については、企画運営本部会議の議を経て、全学教授会の意見を聴き、学

長が決定する。 

 

附 則 

この規程は、平成 28年 10月 1日から施行する。 

 

  



４） 「公益通報者保護等に関する規程」 

 

 規程番号 ５００－０３  

学校法人羽衣学園 公益通報者保護等に関する規程 

平成２０年２月２日 制定・施行 

 

（目的） 

第１条 この規程は、学校法人羽衣学園（以下「学園」という。）の教職員等からの組織的又は個人

的な法令違反行為等に関する相談又は通報の適正な処理の仕組みを定め、不正行為等の早期発見

と是正および公益通報者の保護及びコンプライアンスマネジメントの強化を図ることを目的と

する。 

 

（統括責任者） 

第２条 公益通報の処理の統括責任者は、法人事務局長とする。 

 

（通報・相談窓口） 

第３条 教職員等からの公益通報及び公益通報に関する相談窓口は、法人事務局とする。 

２ 公益通報の対象が法人事務局の場合は、前項の窓口は理事長とする。 

 

（通報の方法） 

第４条 通報窓口及び相談窓口の利用方法は、電話・電子メール・書面・面会とする。 

 

（通報者及び相談者） 

第５条 通報窓口及び相談窓口の利用者は学園の教職員（学園と雇用関係にあるすべての者をいい、

非常勤講師、派遣・アルバイト職員及び退職者を含む）とする。 

 

（通報処理体制等の周知） 

第６条 法人事務局長は、公益通報に関する相談窓口が法人事務局であること、その他公益通報

に関する事項を学園の教職員に周知するものとする。 

 

（通報の受付等） 

第７条 法人事務局において公益通報を受けたときは、速やかに通報の内容等を記録するとともに、

法人事務局長に報告しなければならない。 

２ 法人事務局の職員以外の学園の教職員が公益通報を受けたときは、速やかに法人事務局に連絡

するか、又は公益通報者に対し法人事務局に公益通報するように助言しなければならない。 

 

（通報に対する対応） 

第８条 法人事務局長は、公益通報の報告を受けた場合、直ちに公益通報調査委員会（以下「委員

会」という。）を設置し、１０日以内に当該通報対象事実に係る調査の必要性等を判断し、対応方

針を通報者に知らさなければならない。この場合において、法人事務局長は、調査を実施しない



ときは、その理由を併せて通知するものとする。 

２ 通報の対象が法人事務局の場合、前項の調査は、理事長又は理事長が指名した者が行うもの

とする。 

 

（公益通報調査委員会） 

第９条 委員会の構成員は、事務局長と学長又は校長が相談のうえ、次の役職者から選出した５名

以上で構成し、通報事象の所属長が委員長となる。 

（１）学長 

（２）副学長 

（３）中学・高等学校長 

（４）法人事務局長 

（５）法人財務部長 

（６）法人総務部長 

（７）大学事務局長 

（８）中・高等学校事務長 

２ 委員長が必要と判断した場合は、関連部署教職員・学園外専門有識者を構成員に含むことがで

きる。 

 

（調査の実施） 

第 10条 調査は、通報者が特定されないよう充分な配慮のもとで、調査対象部署に対して、関係

資料の提出、事実の証明・報告その他調査を実施する。 

２ 調査は、事実に基づき、公正・不偏に実施しなければならない。 

 

（各部署の協力義務） 

第 11条 調査の対象部署は、通報された内容の事実関係の調査に際し、協力を求められた場合には、

積極的に協力しなければならない。 

２ 調査の対象部署は、前条第１項の規定により調査の実施上必要な行為を求められたときは、正

当な理由なくこれを拒否することができない。 

 

（調査結果の通知） 

第 12条 法人事務局長は、調査を終えたときは、公益通報者に対し、調査結果を通知しなければな

らない。 

 

（是正措置等） 

第 13条 法人事務局長は、調査の結果、通報対象事実が明らかになったときは、直ちに是正及び

再発防止のために必要な措置（以下「是正措置等」という。）を講じ、又は調査の対象部署の長

に対し、是正措置等を講じることを命じなければならない。 

２ 調査の対象部署の長は、是正結果等を法人事務局長に報告しなければならない。 

３ 法人事務局長は、第１項の措置を講じたとき又は前項の報告を受けたときは、公益通報者に対

し、前条の通知に併せて是正措置等の結果を通知し、必要に応じて、関係行政機関に対し、調

査及び是正措置等に関し報告を行うものとする。 



 

（処分） 

第 14 条 調査の結果、不正行為が明らかになった場合には、学園は当該行為に関与した者に対し、

就業規則に従って、処分を課すことができる。 

２ 通報対象事象について調査・検討した結果、その事象が本学の名誉・信頼を著しく損ねる内容・

行為であったり、被通報者及び通報者において全人的判断から許されざる行為であった場合、公

益通報調査委員会は理事長及び理事会の承認を得て告訴できるものとする。 

 

（報告等） 

第 15条 法人事務局長は、当該公益通報に係る処理顛末を理事長及び理事会に対し報告を行うもの

とする。 

 

（非通報者等への配慮） 

第 16条 法人事務局長は、第１２条及び第１３条第３項の規定により公益通報者に通知をするとき

は、当該公益通報に係る被通報者（法令違反等を行った、又は行っている、若しくは行おうとし

ている、と通報された者をいう。）又は当該調査に協力した者等の名誉及びプライバシー等を侵害

することのないように配慮しなければならない。 

 

（調査実施者の義務） 

第 17条 調査を実施する委員会構成者は、通報された内容及び調査で知り得た個人情報を開示して

はならない。正当な理由なく個人情報を開示した者に対し、就業規則に従って、処分を課すこと

ができる。この調査情報等は学園の教職員でなくなった後も同様とする。 

 

（通報者等の保護） 

第 18条 学園は、公益通報者等が相談又は通報したことを理由として、通報者等に対し、解雇その

他いかなる不利益取扱いも行ってはならない。 

２ 通報者等が相談又は通報したことを理由として、通報者等の職場環境が悪化することのないよ

う学園は適切な措置を取らなければならない。また通報者に対して不利益取扱や嫌がらせ等を行

う者が生じた場合は、就業規則に従い処分を課すことができる。 

 

（不正目的の通報） 

第 19条 通報者は、虚偽の通報や、他人を誹謗中傷する通報その他、不正の目的の通報を行なって

はならない。学園はそのような通報を行なった者に対し、就業規則に従って、処分を課すことが

できる。 

 

（外部者通報に対する準用） 

第 20条 情報提供者が特定できる外部からの通報又は学園の諸規則・諸規定に違反する事実の通報

についても、本規則第７条から第１８条の規定を準用する。 

 

（実施細則） 

第 21条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施に関し必要な事項は、理事会の議を経て行



なう。 

 

（規程の改廃） 

第 22条 この規程の改廃は、理事会の議を経て行なう。 

 

 

附  則 

  この規程は、平成 20年 2月 2日から施行する。 

  



４ 研究支援について 

 

〔１〕各種責任者一覧 

競争的資金等の適正な運営及び管理に関する各種責任者 

最高管理責任者 学長 
・競争的研究資金の執行・管理についての最

終的な責任及び権限を有する。 

統括管理責任者 大学事務局長 

・最高管理責任者を補佐し、競争的研究資金

の執行・管理についての全体を統括する責任

及び権限を有する。 

コンプライアンス 

推進責任者 
学術情報委員長 

・競争的研究資金の執行・管理についての部

局を統括し、実質的な責任及び権限を有する。 

・競争的研究資金の運営・管理に関わる全て

の構成員に丌正防止の取組及びルール等の

コンプライアンス教育を行う。 

コンプライアンス 

推進副責任者 

兼部局責任者 

学術情報・地域連携 

センター 

グループリーダー 

・競争的研究資金の適正な執行・管理及び研

究遂行に関する事務手続きについての責任

及び権限を有する。 

・コンプライアンス推進責任者を補佐する。 

事務管理責任者 

学術情報・地域連携 

センター 

グループサブリーダー 

・部局責任者を補佐し、競争的研究資金の適

正な執行・管理及び研究者の研究遂行に関

する事務手続きについての責任及び権限を

持つものとする。 

公益通報の処理の 

統括責任者 
法人事務局長 

・研究活動における丌正行為等の公益通用の

処理・手続に関する統括を担う。 

 

〔２〕相談窓口・支援担当部局 

  本学の専任教員の競争的研究資金を使って行う研究活動に関する相談全般の受け付け、さ

らに支援全般を担当する学内部局です。 
 

学術情報・地域連携センター オフィス （2 号館 1 階） 

TEL: 072-265-7145（直通） ／  内線 302、350  ／  FAX: 072-265-7008 

開室時間：月～金 09:00-18:00  土 09:00-12:30 （祝日を除く） 

 

〔３〕告発窓口 

 研究活動の不正行為を含む公益通報の告発を受け付けます。 
 

羽衣学園法人事務局 

〒592-0003 大阪府高石市東羽衣 1-11-57 

TEL: 072-265-6200 ／ FAX: 072-262-3385 

受付時間：月～金 09:00-17:00 （祝日を除く） 



  



編 集： 
 

 

学術情報・地域連携センター オフィス 

○研究者の研究活動支援 

○科研費の応募手続、運営・管理支援 

○研究活動における相談窓口 
 

*** *** *** *** *** 

 

〒592-8344 大阪府堺市西区浜寺南町 1-89-1 

TEL：072-265-7145  ／  FAX：072-265-7008 

開室時間：月～金 09:00-18:00 土 09:00-12:30  

          ※祝日を除く 



 

 


